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⽇本内科学会・⽇本環境感染学会（災害時感染制御検討委員会 副委員⻑）
⽇本感染症学会・⽇本化学療法学会 会員
⽇本睡眠学会（専⾨医認定委員会 委員）
⽇本呼吸ケアリハビリテーション学会（診療報酬検討委員会 委員）
岩⼿県新型インフルエンザ対策専⾨委員会委員（H18.3〜R3.3）
岩⼿県「いわて感染制御⽀援チーム」副統括（H18/4〜R3.3）顧問（R3.4〜）
岩⼿県 新型コロナウイルス感染症対策専⾨委員会 委員⻑（R2/02〜R5.5）

【学歴・職歴】
1981年 ⾦沢医科⼤学医学部卒、同⼤ 胸部⼼臓⾎管外科⼊局（研修医）
1989年 ⾦沢医科⼤学呼吸器内科学講座 助⼿任⽤
1990年 ⾦沢医科⼤学 医学博⼠ 呼吸器内科学講座 講師
1990年 ⽶国ワシントン州⽴⼤学呼吸器集中治療部⾨ 卒後臨床研修
1994年 岩⼿医科⼤学医学部 第三内科学講座 講師 任⽤
2009年 岩⼿医科⼤学医学部臨床検査医学講座 准教授
2014年 岩⼿医科⼤学医学部 睡眠医療学科 教授
2021年 岩⼿医科⼤学を定年退職し、個⼈事業者となる*

岩⼿県新型コロナ感染症対策委員⻑ 兼務
2022年 （⼀社）みちのく愛隣協会 理事
2023年 （⼀社）⽇本睡眠総合検診協会 会⻑

（*SMD/静眠堂メディカルデザイン/スリープラボシステムズ）
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検討委員会 副委員⻑

岩⼿県 いわて感染制御⽀援チーム 顧問



⼤規模災害時の感染症対策⽀援
いわて感染制御⽀援チーム（ICAT）

の⽣い⽴ちと活動について

櫻井 滋
（⼀社）みちのく愛隣協会 東⼋幡平病院 理事・危機管理担当顧問

（⼀社）⽇本環境感染学会 災害時感染制御検討委員会



災害時感染症、何が課題なのか
EMIS（患者受け⼊れ状況の登録）で現地把握できるか︖

ー 感染症の流⾏は受療⾏動以前に発⽣する︕

イントロダクション

０



東⽇本⼤震災におけるEMIS⼊⼒状況
岩⼿県からの⼊⼒がない︖!

岩⼿

福島

茨城

宮城

30%

60%

90%





⼤規模災害時の救助対応

内閣府 http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo.html



災害時の感染症診療体制の構築
• 感染症に関する

• 検査診断体制
• 患者搬送体制
• 収容治療体制
• 専⾨医派遣

• 特殊病態への理解と対応能⼒
• 外傷起因性感染症 - 破傷⾵︖、ガス壊疽 ?
• 特殊な肺炎 - ツナミ肺︖、ADRS ?
• 昆⾍媒介感染症 - マラリヤ︖、⽇本脳炎︖

集団発⽣＝多数例に同時対応する能⼒



救助の種類 （県知事法定受託業務）

① 避難所、応急仮設住宅の設置 
② ⾷品、飲料⽔の給与
③ 被服、寝具等の給与
④ 医療、助産 
⑤ 被災者の救出 
⑥ 住宅の応急修理
⑦ 学⽤品の給与
⑧ 埋 葬
⑨ 死体の捜索及び処理
⑩ 住居⼜はその周辺の⼟⽯等の障害物の除去 

内閣府 http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo.html

発⽣予防は医療・救出に含まれない



救助に付随する感染リスク制御
• 避難所の設置・運営︓感染症流⾏に対応できる体制整備
• ⾷品・飲料⽔︓⾷中毒や⽔系感染症のリスクを制御
• 被服・寝具︓媒介昆⾍などによる感染症を防⽌
• 医療・助産︓被災現場での医療⾏為に伴う感染症発⽣リスクを低減
• 救出活動︓被災者救出時の感染症リスクを管理
• 住宅応急修理︓作業時の感染症発⽣リスクを制御
• 学⽤品の給与︓安全な学習環境としての衛⽣⽤品の提供
• 埋葬・死体処理︓感染症発⽣リスクを防ぐ適切な知識を提供
• 障害物除去︓住居周辺の⼟⽯・不廃物等による感染症リスクを制御



災害時集団感染の制御
災害医療チームがいれば⾜りるのか︖

セクション
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本来の担当者は誰か
1. 被災住⺠⾃⾝（⾃助努⼒）
• 当事者だが、感染制御に関する知識は不充分

2. 災害救助法では地⽅公共団体（県知事）あるいは国（内閣府）
• 実質⽀援や監督は⾏政組織としての保健所
• 実務は県職員あるいは市町村職員としての保健師
• いづれも他の業務（被害確認など）に追われている

3. 実質的には社会福祉協議会やボランティア（実務の担い⼿）
• 感染制御に関する知識は充分とはいえず、医師や看護師、保健師に依存する。

4. 災害医療担当者（最も期待される⽴場 例 DMAT、JRC）
• 感染制御の知識や実践は⼗分とはいえず、制御や予防は本来業務に含まれない。

5. 感染制御の専⾨家（医療機関のICTなど）
• ⾃施設優先、業務外の施設外業務、組織化・機動⼒が不充分で法も未整備



被災地における
感染制御活動に関するハードル

ニーズの把握システムが崩壊
（リスク・所在・規模）

活動⽤資材をいかに確保するか（費⽤・⼿配）

活動⼿段をどう確保するか（連絡⽅法・担当⼈員）

活動の妥当性をどこに求めるか（権限・⼈権保護）

運⽤⼿段をいかに維持するか（技術・情報・具体的⽀援）



公衆衛⽣基盤の崩壊による
感染症リスクの増⼤

出典︓⽇本環境感染学会編 ⼤規模⾃然災害の被災地における感染制御マネージメントの⼿引き（加來浩器教授）



どこで何が必要とされているのか︖
事前想定を遥かに超える被災実態

救助法は都市直
下型地震災害時
の緊急医療の基
本スキーム

▼
DMAT
の展開
▼

過疎地域
かつ

津波災害の
特殊性

多くの市⺠が⻑
期間の集団避難
⽣活を余儀なく
された

かつ

医療機関・医療
担当者⾃⾝が被
災し、現地の医
療・公衆衛⽣機
能が停⽌した

災害医療におけ
る感染制御の
緊急性
▼

海外の⼤規模災
害では常識
▼

⾐⾷住が満たさ
れない時期に被
災者からの感染
予防のニーズ

はまれ



東⽇本⼤震災津波における
岩⼿県の災害医療レスポンスシステム

岩⼿災害医療ネットワーク
混成チームによる県庁からの災害医療コマンド体制

独⾃の感染症サーベイシステムをもたず
対象領域が広⼤で「ローラー作戦」が困難



災害発⽣から⽀援開始まで。
先⾏したDMATからの報告では

救急医療ニーズは多くないことが報告された。
しかし、避難所での感染症発⽣リスクと

抑⽌する⽅策の必要性は︖

理由︓災害救助法の枠組みに「予防」は存在しない。
ICTの⽬で、現地の感染症リスク情報を探査する。

現地からのニーズを待つ時間的余裕は、既になかった



⽀援の端緒は全て申し出

申請主義︖



⽀援の申し出（申 請）

派遣先の調整（認 可）

派遣と活動報告（報 告）

「⽀援欲求」の 調整 ?
⽀援の申し出と被災者の真のニーズはときに異なる

いわて災害医療ネットワーク

被災地側
のニーズ

⽀援提供側
のニーズ

支援側ニーズ≫被災側ニーズ
▶ 代表性が失われ、経過時間とともに変化

？！



集団的な感染症対策に関する状況
地域防災計画や感染症法はどのように機能したのか

⽀援の申し出（申 請）

派遣先の調整（認 可）

派遣と活動報告（報告）

いわて災害医療ネットワーク
被災地の
⾃発的
ニーズ

存在したが
断⽚的で不統⼀
アウトブレーク
への組織的対処
⽅法は考慮され
いていない

感染制御
⽀援活動の
申し出

存在するが
対症的医療や
公衆衛⽣学的
⼀般論に偏る

被災自治体の機能不全＋報告・要求待ちのしくみ
▶ 地域防災計画のしくみを補完する必要が生じた。

PUSH＝⽀援と調査を同時に

感染制御の視点
が不⾜がち



l 被災実態が掴めない
l 病院で待たずに現地へ

l 集団的感染症は、やがて後⽅病院を圧迫する
l 感染症と感染制御の知識をもつものによる評価が必要

l 医療⽀援とは独⽴して先⾏調査を⾏う必要がある
l 危険で困難だが全体像を把握して予防⽅策を模索せよ

l 病院の⾞両と緊急⾞標章、燃料の確保⼿段を提供する
⽤意がある

© Shigeru Sakurai MD 2011.03
病院⻑ ⼩林 誠⼀郎（当時）



岩⼿医科⼤学附属病院

医療療安全管理部 感染症対策室
• 附属病院の医療関連感染症の制御を担う、病院⻑直轄部署。

• 3 ⽉13⽇︓病院⻑指⽰で「いわて災害医療⽀援ネットワーク」の
専⾨⽀援班として活動開始。

• 3 ⽉14⽇︓⾃家⽤⾞で夜半に⼤船渡地区に⼊り、保健所⻑と⾯会、
連絡⼿段や地域の感染監視体制が機能停⽌している事態を確認。

▶ 3⽇間のギャップ → ⼈員 、資材、移動⼿段確保

• 3 ⽉17⽇︓⼤槌地区に向う本学医療⽀援班の現地医療活動に随⾏する
形で被災地における感染症リスク把握開始 → 専⽤移動⼿段は供与されず。
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© Shigeru Sakurai MD 2011.03

診療結果をもって地域の状況を代表することは困難。



避難所における感染制御⽀援
集団感染を制御するために

セクション
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災害後に問題となる
感染症と発症（流⾏）時期

出典︓⽇本環境感染学会編 ⼤規模⾃然災害の被災地における感染制御マネージメントの⼿引き（加來浩器教授）

下痢・嘔吐

咳・発疹
・発熱

外傷関連



体育館 避難所内での
インフルエンザ多発事例
岩⼿県宮古保健所と⾚⼗字救護班が連携

避難所における感染症流⾏

東⽇本⼤震災での事例





© Ken Kasai（北良株式会社 2011）

県全域で電源・燃料が枯渇し、後方病院に余裕などなかった
。
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感染症発⽣時の対応⽅針

診断名
（⽀援チーム）

重症度
（受⼊病院）

岩⼿県中部保健所（前宮古保健所）柳原博樹 先⽣提供

トリアージ・システム
外傷患者対応の発想＝
外科処置の要否が基準

トリアージ・システム
隔離要否はTSに馴染まない



•。

• ⼊院は重症度で判断（脱⽔・肺炎・脳炎など）

• インフル・ノロは 診断キットで確認し隔離

• 隔離室設置、不⾜時は 2m 距離または仕切り
• 無熱24時間＋3⽇⽬まで隔離、タミフル5⽇分

• 接触者（半径 2m以内）にタミフル予防投与
• 100名 以上の避難所は⾯会制限

• ワクチンは⾃衛隊など近接集団のみ推奨

• 診断キット・タミフルは保健所から供給可能

診断キット・タミフルは現場で供給可能。



当初はDMATに随⾏して調査し、 DMAT活動期以降の予防的
⽀援を担った、医療関連感染制御担当者のチーム

ここでいう感染とは
・創感染や破傷⾵、レジオネラや誤嚥性肺炎を意味せず。
・外科処置能⼒や搬送能⼒、トリアージが役に⽴たない。
・インフルエンザ や 感染性腸炎など、集団が巻き込まれる

感染症を意味する。

ICATとは何か︖



“ 存在しなかった ” チームの⽴ち上げ

組織的な⽀援の開始へ
• 3⽉23⽇︓県北から調査開始〈宮古地区〉、25⽇〈⾼⽥・⼤船渡

地区〉、28⽇〈⼤船渡・釜⽯地区〉を岩⼿医⼤提供の軽⾃動⾞で
避難所等延べ 30ヶ所を視察し、リスク評価。

• 岩⼿医⼤のみの活動では広域の感染制御に限界があることを確認
し、本部に報告（中間報告書）。

• 4⽉ 6⽇︓磐井病院 加藤博孝医師（現院⻑）をはじめ、県⽴病院
所属の感染制御担当者の協⼒を得て「いわて感染制御⽀⽀援チー
ム（ICAT）」編成を提案、組織的感染制御活動を開始。

• 以降、岩⼿県（医療推進課）の 協⼒のもとで活動継続。
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延べ施設数︓1654（2011.4.13〜8.9）

施
設
数

東⽇本
⼤震災 サーベイ開始

サーベイ
システム
検討

ICAT介入



汎⽤サイトを介する
症候群サーベイランスと現地⽀援を実施



感染制御チームの役割
地域防災計画の中に「動ける」しくみを織り込んでおく

区 分 活 動 内 容
流 ⾏ 探 知

（サーベイランス）
① 避難所訪問 ▶ 毎⽇のモニタリング依頼

（⾃治組織、保健師チーム、医療チーム等と連携）
② 継続的なデータ把握 ▶ 分析 ▶ 情報提供

発 ⽣ 抑 ⽌
（プリベンション）

① 避難所訪問 ▶ 避難所の状況アセスメント
② 衛⽣状況、衛⽣資材の不⾜等確認

▶ 保健衛⽣指導、消毒薬調達等

拡 ⼤ 阻 ⽌
（インターベンション）

① モニタリング結果 ▶ アウトブレイクの兆候
▶ 速やかな対処、実態把握（ICT⼜は保健所出動）

② 感染源等調査、必要に応じ隔離、消毒、予防投薬

情 報 提 供
（インフメーション）

① 避難所向け︓感染症予防情報（全避難所配布＆県公式ＨＰ掲載）
（感染症発⽣動向、消毒⽅法、留意点等）

② 医療救護班向け︓感染症対策の暫定⽅針の明⽰
（隔離⼿順、抗インフルエンザウイルス薬の予防投薬等）



市町村地域防災計画に基づく避難所運営



岩⼿県︓県組織として常設
2014年1⽉29⽇ 常設されコロナ対策でも制御⽀援活動



平時の医療機関における
感染制御と感染管理者の役割
ICTには、何が期待されているか

セクション
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平時の医療機関における
感染管理担当者の役割
• 感染管理担当者の役割

• 疫学、微⽣物学、感染症学、消毒と滅菌、関係法規などに関す
る専⾨的知識を基盤として、施設の状況に合った効果的な感染
管理プログラムを構築し、医療機関に関わるすべての⼈を感染
から守る。

• 医療機関に勤務するすべての職員が感染管理に関する知識を⾝
につけ、病院全体として患者さんをサポートできる体制を整え
てるために組織横断的活動を⾏う。

• 「すべての⼈を感染から守る」という意識を組織全体で維持で
きるように⾏動する。ー 教育・普及・啓発



平時の医療機関における
感染管理担当者の役割
• 感染管理担当者の活動内容

• 外科⼿術や検査における感染の発⽣状況調査（医療関連感染）
• 耐性菌など検出病原体に関する状況調査（分離菌サーベイ）
• その他の医療関連感染のサーベイランス
• 院内の感染防⽌対策の状況確認と指導のための院内ラウンド
• 感染対策マニュアルづくり

＊感染対策は組織的取り組みが不可欠であり、すべての職員が徹底して行うための体
制づくりが重要である。そのためには知識だけでなく、コミュニケーション能力が
求められる。→ 対策の徹底が⽬標・⽬的化してしまう例もあることに注意。



災害時の医療機関に
求められる対応
ICTには、何が期待されているか

セクション

4



被災地医療機関に必要な基礎知識
⼤規模⾃然災害とは
• 災害の定義
• 暴⾵、⻯巻、豪⾬、豪雪、洪⽔、崖崩れ、
⼟⽯流、⾼潮、地震、津波、噴⽕、地滑り
その他の異常な⾃然現象⼜は⼤規模な⽕事
若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度
においてこれらに類する政令で定める原因
により⽣ずる被害をいう。



被災地の医療機関に必要な基礎知識
避難所との連携

• ⼤規模災害では
• 避難所は被災者の「居宅」であり、帰宅許可は避
難所での集団⽣活を意味する

• 感染症を有する被災者への帰宅許可は集団への病
原体持ち込みを意味する

• 避難所を拠点とする職場への通勤や⾃宅の復旧作
業が⾏われることを意識して対処する



被災地の医療機関に必要な基礎知識
避難場所と避難所のちがい
• 避難場所

• 避難場所は可及的に逃避するための場所＊（⾼台など）

• 避難所（多くは学校の体育館）
• 当⾯は被災者の「居宅」であり、医療機関からの帰宅許可

は避難所での集団⽣活を意味する
• 感染症を有する被災者への帰宅許可は集団への病原体持ち

込みを意味する ▶帰宅後の対策を考慮することが必須
• 避難所を拠点として、職場への通勤や⾃宅の復旧作業が⾏

われることを意識して対応する
＊避難所が避難場所を兼ねる場合がある。（学校・公⺠館など）



⼤規模⾃然災害時に
留意すべき集団感染対策
• 学校感染症に類似する
• 平時の地域性に着⽬する
• 発災後の時間的経過に着⽬する
• 集団形成に伴う感染症に着⽬する
• 救助⽀援活動に伴う⼈流に着⽬する
• 集団の年齢構成やインフラ被害に着⽬する



被災地の医療機関に求められる対応
感染症の予兆をどう把握するか
• 救護所受診数
• 有症状者や慢性疾患患者が中⼼＊

• 患者移送後の診断
• 重症・合併症保有患者が中⼼＊

• 被災者⾃⾝の申告
• ⽇々の⽣活に追われ、受診控えが⽣じる＊

＊発⽣（流⾏）の実態と乖離し、発⾒が遅れる可能性がある。



DICT活動の⽴場から
発災前の組織構築
• 被災現地への迅速な展開と活動を可能とする＊

• 活動⼿順と業務範囲規定、開始と撤収の明確化
• 移動⼿段、安全確保、⾃⼰完結性、参加資格
• 法的根拠、権限、⼈員、物資、活動資⾦
• 隣県・相互⽀援の際の派遣・受⼊れ協定
• ⾝分証明、職種・役割・所属等の標章

＊ 流⾏に先駆けた活動開始が必須であ
る。



DICT活動の⽴場から
発災直後の対応
• 迅速に被災現地に展開し活動を開始する＊
• 開始基準の確認（政府・気象庁）
• 派遣待機と情報収集活動 ー 指揮系統の確⽴
• 派遣指⽰ ー 参加者シフトの決定 ー 派遣

• 移動⼿段・安全・⾃⼰完結性・参加資格の確認
• 隣県・相互⽀援協定に基づく活動（医療調整本部登録）
• ⾝分証明、職種・役割・所属等の標章・安全資材等の装備

＊ 流⾏に先駆けた活動開始が必須である。



被災地におけるICTの役割
⾃然災害時、ICTには何が期待されているか
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⾃然災害の被災地における
感染管理担当者の役割
• 感染管理担当者の被災地活動

• 避難所における感染症リスクや発⽣に関する状況調査
• 被災地⽀援者における感染症と予防接種等の状況調査
• その他の災害関連感染症のサーベイランス
• 避難所の感染対策の状況確認と⽀援のためのラウンド
• それぞれの現地状況に即した感染対策資材・情報の提供

＊被災地における感染症対策は組織的取り組みが不可欠だが、通常は被災自治体の保健所や役所（行政）の職員
が担当する業務である。→ これまでの災害では、業務が多岐に渡る保健所に過⼤な負荷がかかり、感染症に特
化した活動には外部からの⽀援を要する場⾯が⾒られた。⼀⽅、⽀援者は感染制御に関する専⾨知識に加えて
リスク・コミュニケーション能⼒が求められる。



リソースが不⾜する被災地でも
感染制御の原則は普遍
•感染制御⽬標・対象の選択原則
•High Risk リスクが⾼い
•High Volume 対象者規模が多い
•High Efficiency 対策の有効性が⾼い

RISK ＊ VOLUME = Medical Social Surge

致死率・重症化率・発症率・感染率

＊リスクゼロはない。全部助けたい、何でも助けたい は ⽀援者エゴかも



被災地を理解する。
被災地の特性を踏まえた活動

セクション
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避難所は医療機関ではないが
感染管理担当者を必要としている
• 被災地を病院、避難所を病棟に見立てる。

• 避難所の特性 ー 病棟だとしたらどんな病棟 ?
• 退院できない（⾃宅に帰せない）
• 検査ができない
• 医療従事者がいない（看護師がいても被災者）
• 個室の確保が難しい（体育館・雑居・冷暖房設備）
• 衛⽣資材や衛⽣施設が完備されていない（トイレ・⽔回り）

• 医療機関でのアイデアを被災地に活かす
• 衛⽣資材の斡旋・提供、ゾーニングの提案、施設管理の提案



⾃然災害の被災地における
感染管理担当者の役割
• 感染管理担当者の被災地活動

• 避難所における感染症リスクや発生に関する状況調査
• 被災地支援者における感染症と予防接種等の状況調査
• その他の災害関連感染症のサーベイランス
• 避難所の感染対策の状況確認と支援のためのラウンド
• それぞれの状況に即した感染対策マニュアルの提供

＊被災地における感染症対策は組織的取り組みが不可⽋だが、通常は被災⾃治体の保健所や役所（⾏政）
の職員が担当する業務である。→ これまでの事例では、保健所の業務が多岐に渡るため、感染症に特化
した活動には外部からの⽀援が必要となる場⾯があった。⽀援には感染制御に関する専⾨知識だけでな
く、コミュニケーション能⼒が求められる。



災害時の感染リスクを制御
感染制御⽀援チームには、何が期待されているか
ー 集団感染リスクの軽減
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被災地で問題となる感染症の
流⾏時期を予測して動く

出典︓⽇本環境感染学会編 ⼤規模⾃然災害の被災地における感染制御マネージメントの⼿引き



避難所における
集団感染リスク

外傷等による
⼀次感染リスク

移送に伴う
⼆次感染リスク

集団⽣活における
呼吸器感染リスク

〔隔離⽤スペース〕

飲料⽔枯渇による
⽔系感染リスク
〔飲料⽔供給〕

⼤量調理における
消化器感染リスク

〔衛⽣的⾷料供給〕

事前診断情報不⾜に
関連する

呼吸器感染リスク

⽣活⽤⽔枯渇による
排泄物・廃棄物関連
感染リスク

〔⽣活⽤⽔供給〕

個⼈防護具の不⾜
に関連する患者・
職業感染リスク

個⼈防護具と消毒剤
⽤⽔不⾜に起因する
医療関連感染リスク

毀損された医療環境と抗
菌薬多⽤に関連する

多剤耐性菌感染リスク

個⼈防護具の不⾜に
関連する

職業感染リスク

個⼈防護具と消毒剤
⽤⽔不⾜に起因する
医療関連感染リスク

患者の同時⼤量発⽣
に伴う後⽅医療機関
へのサージ（負荷）

診断検査⼿段の
不⾜に関連する
医療関連感染リスク

被
災
地
に
お
け
る
感
染
リ
ス
ク



東⽇本⼤震災の際の環境感染学会の動き

地⽅⾃治体

国⽴感染症研究所

①
専⾨家の
⽀援要請

② 感染研からは⼀度に⼤量のスタッ
フは送れない（調査のための１〜２名
が基本）現場でのサポートを要請

③ 感染症アウトブレイクであることから⽇本環境感染
学会の理事⻑である、東北⼤学 賀来満夫先⽣に相談

費⽤に関しては
災害救助法の適⽤とならず

⽇本環境感染学会

東北エリア医療機関ICT

④ 東北エリアの
病院ICTに依頼

疫学調査協⼒
リスクアセスメント
コンサルテーション

災害対応 ICT
“ICAT”

東京保健医療⼤学 菅原えりさ 教授







災害時の感染制御⽀援
災害時感染制御⽀援チーム（DICT）とは
ー 国家の災害時⽀援システムとしての位置付け
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避難所における
集団感染リスク

外傷等による
⼀次感染リスク

移送に伴う
⼆次感染リスク

集団⽣活における
呼吸器感染リスク

〔隔離⽤スペース〕

飲料⽔枯渇による
⽔系感染リスク
〔飲料⽔供給〕

⼤量調理における
消化器感染リスク

〔衛⽣的⾷料供給〕

事前診断情報不⾜に
関連する

呼吸器感染リスク

⽣活⽤⽔枯渇による
排泄物・廃棄物関連
感染リスク

〔⽣活⽤⽔供給〕

個⼈防護具の不⾜
に関連する患者・
職業感染リスク

個⼈防護具と消毒剤
⽤⽔不⾜に起因する
医療関連感染リスク

毀損された医療環境と抗
菌薬多⽤に関連する

多剤耐性菌感染リスク

個⼈防護具の不⾜に
関連する

職業感染リスク

個⼈防護具と消毒剤
⽤⽔不⾜に起因する
医療関連感染リスク

患者の同時⼤量発⽣
に伴う後⽅医療機関
へのサージ（負荷）

診断検査⼿段の
不⾜に関連する
医療関連感染リスク

被
災
地
に
お
け
る
感
染
リ
ス
ク



避難所における
集団感染リスク

外傷等による
⼀次感染リスク

移送に伴う
⼆次感染リスク

集団⽣活における
呼吸器感染リスク

〔隔離⽤スペース〕

飲料⽔枯渇による
⽔系感染リスク
〔飲料⽔供給〕

⼤量調理における
消化器感染リスク

〔衛⽣的⾷料供給〕

事前診断情報不⾜に
関連する

呼吸器感染リスク

⽣活⽤⽔枯渇による
排泄物・廃棄物関連
感染リスク

〔⽣活⽤⽔供給〕

個⼈防護具の不⾜
に関連する患者・
職業感染リスク

個⼈防護具と消毒剤
⽤⽔不⾜に起因する
医療関連感染リスク

毀損された医療環境
と抗菌薬多⽤に関連
する多剤耐性菌感染

リスク

個⼈防護具の不⾜に
関連する

職業感染リスク

個⼈防護具と消毒剤
⽤⽔不⾜に起因する
医療関連感染リスク

患者の同時⼤量発⽣
に伴う後⽅医療機関
へのサージ（負荷）

診断検査⼿段の
不⾜に関連する
医療関連感染リスク

FD
JRC
DMAT→

FD
JSDF

←DMAT

DHEAT
DPAT
JRC
DICT
JMAT

FD︓消防
JSDF︓⾃衛隊感

染
リ
ス
ク
低
減
の
担
い
⼿
は
︖

外傷対応
救命救急

いわゆる都市型災害時の
災害医療

⾼度医療継続
救急搬送

いわゆる後⽅搬送
広域搬送



災害時感染制御に「定⽯」はない
（ ⼤規模⾃然災害の被災地における感染制御マネージメントの⼿引き）





ICATからDICTへ
感染制御⽀援チーム（DICT）の現在地
ー 国家の災害時⽀援システムとしての位置付けに
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⽇本環境感染学会
災害時感染制御⽀援チーム（DICT）とは
• DICTとは，⼤規模⾃然災害発⽣時に「避難施設等における感染制御活動を⽀援するためにJSIPCが主体となって感染

制御の実務経験者により編成される職能集団」と定義される。

• DICTにおける実務経験者とは, 医療機関において医療関連感染や集団感染制御の実務を担うICT（感染制御チーム）
のメンバー, あるいは被災地における感染制御活動の経験者を含む, 集団感染制御に関する相当の知識を有するものを
いい, 感染制御に関する専⾨的研修や教育を受け, 専⾨団体が指定する資格を有していることが望ましい。

• DICTは，災害の急性期（概ね 48 時間以内）に活動開始可能な機動性を持った，専⾨的研修・訓練を受けた災害時感
染制御チームである。

• DICT１班（ユニット）の構成は, 感染制御医（ICD）1名, 感染管理認定看護師（CNIC）1ないし２名, 感染制御専⾨
または感染制御認定薬剤師（ICPS, PCI）あるいは感染制御認定微⽣物検査技師（ICMT）, ICT経験のある⻭科医師
（ICDD）1名, 業務調整員1名の4名を基本とする。

• DICTは，DICT本部活動, 医療調整本部⽀援活動, 広域ICT⽀援活動, 医療機関ICT⽀援活動, 域内ICT⽀援活動, 避難施
設ICT⽀援活動, 域内ICT後⽅⽀援活動を主な活動とする。また、医療機関ICT⽀援活動や情報収集等を担う調査・ロ
ジスティクスも⾏う。 



⽇本環境感染学会
災害時感染制御⽀援チーム（DICT）とは
•災害の急性期（概ね 48 時間以内）に活動開
始可能な機動性を有し、感染制御に関する専
⾨的研修や教育を受けた実務経験者により編
成される職能集団（災害時感染制御チーム）
である。

• DICT１班（ユニット）の構成は, 感染制御医（ICD）1名, 感染管理認定看護師（CNIC）1ないし２名, 感染制御専⾨または感染制御認
定薬剤師（ICPS, PCI）あるいは感染制御認定微⽣物検査技師（ICMT）, ICT経験のある⻭科医師（ICDD）1名, 業務調整員1名の4名を
基本とする。

• DICTは，DICT本部活動, 医療調整本部⽀援活動, 広域ICT⽀援活動, 医療機関ICT⽀援活動, 域内ICT⽀援活動, 避難施設ICT⽀援活動, 域
内ICT後⽅⽀援活動を主な活動とする。また、医療機関ICT⽀援活動や情報収集等を担う調査・ロジスティクスも⾏う。 





災害時における健康危機管理に
関連する法令の位置付け

厚⽣労働省資料

消防・救急
⽇⾚・⾃衛隊
DMAT DICT

保健所・保健師
（県・市町村）



厚⽣労働省防災業務計画
（平成29年7⽉）第２編 災害応急対策



厚⽣労働省防災業務計画
（ 平成 29 年 7 ⽉ 6 ⽇厚⽣労働省発科 0706 第2号修正）



受援ICT

助援ICT



DICTの新たな組織機構
厚労省委託 災害時感染制御⽀援チーム（DICT）の発⾜
ー 国家の災害時⽀援システムとしての位置付けに

セクション
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泉川委員長 四柳理事長大曲センター長

厚⽣労働省資料



厚⽣労働省資料



厚⽣労働省



厚⽣労働省資料



厚⽣労働省資料



⽇本環境感染学会

災害委員会＊

⽇本環境感染学会

統括DICT

⽇本環境感染学会

⽀援DICT

⽇本環境感染学会

LOGIST

⽇本環境感染学会

PreDICT

調整本部リエゾン班†

被災地活動班（UNIT）

専⽤物資‡⽀援班

迅速評価班

*災害時感染制御検討委員会

†厚⽣労働省防災業務計画に基づく

リエゾン派遣に係る学会独⾃の評価活動

調整本部登録後の活動を想定

FCTへの直接供給を想定

PreDICT︓DICT Rapid Assessment Team                           HQT︓Head Quarter Liaison Team
UNIT︓Field Infection Control Unit （DICT_UNIT） LOGIST︓Logistic Support Team

DICTの組織機構

厚労省 DICT
運営委員会



⽇本環境感染学会

統括DICT

⽇本環境感染学会

DICT UNIT

⽇本環境感染学会

LOGIST

⽇本環境感染学会

PreDICT

被災地医療調整本部の要請を受けて
運営委員会から対策本部リエゾン（統括DICT）派遣

統括DICTの指⽰調整を受けてUNIT編成
受援DICTが活動困難な場合は域外から⽀援派遣

委員会が賛助企業チームの担当リエゾンに働きかけ現地
DICTに特化した⽀援活動⽤の物資を調達

ブロックごとのICTと連携して
被災地の対策本部を訪問しDICT待機を伝達

国の委託を受け派遣規模を決定
協働のためにDMATの出動基準に準拠

厚労省DICT運営委員会
⽇本環境感染学会 発 災
発
災
時
の
動
き

DICT事務局
予算と権限

学会活動

学会活動



被災地において
ICD,ICNに求められる役割
• 医療機関において求められている役割に準拠
→ サーベイ、ラウンド、マニュアル提供、

相談・実技指導 押し付けない。

•重要︓モデレーター（調整者）としての役割
→ 多職種・被災者間コミュニケーションの円滑化、
被災現地での 対策技術の実装作業を担う

DICTは「災害医療」を補完する仕組みである。


